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事業の進
捗状況

2010(H22)年10月14日高梁川水系河川整備計画（国管理区間）策定。2017(H29)年6月26日高梁川河川整備計画（国管理区間）を変更。
・整備期間概ね10年（2014(H26)年度～2023(H35)年度）を目標に事業を遂行。
・2014(H26)年度より事業着手し、関係機関と協力連携し地元調整等を行っている。

対応方針
理由

・上述より、小田川合流点付替えについては、治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元の協力体制等の観点から事業実施が妥当。
・今後の詳細な設計段階において、さらなるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果の発現に努める。

その他

【第三者委員会の意見・反映内容】
対応方針（原案）は妥当と判断する。

【岡山県の意見・反映内容】
高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）により、平成30年7月豪雨による堤防の決壊や越水をはじめとして、過去幾多の水害が生じてきた
小田川流域の治水安全度の向上を図るとともに、人口、資産が集中する倉敷市街地においても洪水による被害が軽減されることが期待され、事業
の必要性が認められる。
地域の復興を進めるために、環境にも十分配慮しながらも、迅速な治水対策が必要であるが、一層のコスト縮減を図りながら、河川激甚災害対策特
別緊急事業として予定されている2023年度完成に努めていただきたい。

事業の進
捗の見込
み

・小田川付替え事業で影響を受ける柳井原地区では、地元住民代表者が「小田川放流対策協議会」を設立し、国との協議を組織的に行っている状
況である。
・関係機関や地域からの要望、協力体制も構築されていることから、今後も円滑な事業進捗が見込まれる。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・新技術・新工法を活用するとともに、関係機関等との事業調整、建設発生土の有効利用を図り、コスト縮減に努める。

対応方針 継続

事業の効
果等

・当該事業を実施することにより、S47.7規模の洪水に対して、浸水被害を防止
浸水戸数　  3,783 戸 　⇒      0 戸
浸水面積　　  808 ha   ⇒      0 ha
被害額　　　 1,731億円 ⇒      0 億円

社会経済
情勢等の
変化

地域状況〉
・平成30年7月豪雨により、倉敷市真備町で堤防の決壊や越水により甚大な被害が発生したことを受け、再度災害防止を図るため、予備費等を活用
し「真備緊急治水対策」を実施することとなった。
・小田川合流点付替え事業は、2014(H26)年度に事業着手、2018(H30)年度より仮設道路の施工を予定していたが、平成30年7月豪雨により
2018(H30)年9月7日河川激甚災害対策特別緊急事業として事業採択を受け、当初計画の2028年度完成から、2023年度完成と大幅に前倒しすること
となった。

〈事業に関わる地域の人口、資産等の変化〉
【主要自治体（倉敷市）指標】
○人　　口　：1.00倍（483,901人/483,970人）　　　〈H30数値/H28数値〉
　高齢化率　：1.04倍（26.7％/25.8％）　　　　　　〈　　　〃 　　　〉
○世 帯 数　：1.02倍（208,502世帯/204,373世帯）　〈　　　〃 　　　〉
○事 業 所　：1.03倍（19,184事業所/18,612事業所）〈H26数値/H24数値〉
○従 業 者　：1.06倍（215,520人/202,999人）　　　〈　　　〃 　　　〉

【主要自治体（総社市）指標】
○人　　口　：1.01倍（68,586人/67,992人）　　　　〈H30数値/H28数値〉
　高齢化率　：1.03倍（27.6％/26.9％）　　　　　　〈　　　〃 　　　〉
○世 帯 数　：1.04倍（27,061世帯/26,042世帯）　　〈　　　〃 　　　〉
○事 業 所　：1.05倍（2,174事業所/2,066事業所）　〈H26数値/H24数値〉
○従 業 者　：1.05倍（24,545人/23,468人）　　　　〈　　　〃 　　　〉

（出典）人口・世帯数　　：岡山県統計データ（H28、H30）
事業所・従業者数：経済センサス（H24、H26）

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 7.3 8.8 6.3 7.5
残工期（+10%～-10%） 7.8 8.1 6.7 7.0
資産（-10%～+10%） 7.2 8.7 6.2 7.5

B/C

C:総費用(億円) 332 B/C 6.9 B-C 1,945

8.0
残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

2,275 C:総費用(億円) 286

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・高梁川及び小田川は下流部の低平地に人口と資産の集中する倉敷市街地を控え、また小田川は高梁川からの背水影響により、過去幾多の甚大
な被害が発生してきた。昭和年代に入ってからも、戦後最大の被害を与えた昭和47年7月洪水、昭和51年9月洪水等により、甚大な被害が発生して
いる。
・小田川沿川では幹線道路の改良や鉄道の開業などに伴い、宅地化が進んでおり、被害ポテンシャルは増大している。このため、小田川合流点付替
えによる洪水対策は地域の悲願であり早期に対策を実施する必要がある。

＜達成すべき目標＞
・昭和47年7月洪水が再び発生しても、外水による浸水被害を防止できる。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：315戸
年平均浸水軽減面積：78ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B:総便益
(億円)

2,278 EIRR（％） 20.7

事業期間 2014(H26)年度～2023年度

総事業費
（億円）

約380 残事業費（億円） 約334

実施箇所 岡山県倉敷市真備町

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元
支川小田川の合流点付替え
放水路：L=3.4km

事業名
（箇所名）

高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
中国地方整備局

担当課長名 井上　智夫

＜再評価＞



高梁川水系流域図
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高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）  事業箇所位置図 

高梁川流域 位置図 

事業箇所 

高梁川直轄河川改修事業 

（小田川合流点付替え） 



感度分析
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事業の効
果等

事業の進
捗状況

・平成27年度より事業に着手。
・平成30年10月現在では、用地買収が完了し、工事においても那賀川本川、支川加茂谷川の堤防整備及び関連する附帯道路工事などを順次進
めている。

対応方針
理由

事業の必要性、重要性は変わらないため。

社会経済
情勢等の
変化

・那賀川では、下流部の堤防整備を概成し、上流の無堤地区の締切を順次実施しているところであり、加茂地区は国管理区間の最上流部の無堤
地区であることから、堤防の整備が必要とされている。
・戦後最大規模となった平成26年8月台風11号の洪水により、加茂地区で家屋浸水戸数189戸（床上浸水152戸、床下浸水37戸）となる観測史上最
大の浸水被害が発生した。
・加茂地区の浸水域には、避難所に指定されている中学校や公民館、駐在所、郵便局等の施設のほか、交通・物流の中心となる主要地方道阿
南・小松島線、県道282号が存在する。
・加茂を含む加茂谷地区の世帯数は、平成12年度以降横ばい傾向であり、平成22年以降は、770世帯前後で推移している。
・阿南市、那賀川改修・長安口ダム改造促進期成同盟会等からは、加茂地区を含む無堤地区の解消について以前から強く要望があり、加茂地区
の住民も早期の対策実施を要望している。

・平成26年8月台風11号と同規模の洪水が発生した場合、外水氾濫による多数の床上浸水被害が予想される。事業完了後は、平成26年8月台風
11号と同規模の洪水が発生した場合において、外水氾濫による家屋の浸水被害が解消される。
・平成26年8月台風11号と同規模の洪水が発生した場合、外水による浸水区域内人口が約320人、浸水区域内の災害時要援護者数が約140人、
最大孤立者数が約170人（避難率40％）、道路（主要地方道阿南・小松島線及び県道282号）途絶により影響を受ける通行台数が約4,400台と想定
されるが、事業実施により解消される。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。
＜徳島県の意見・反映内容＞
　那賀川床上浸水対策特別緊急事業を継続するという「対応方針（原案）」案については、異議ありません。
　当該箇所では、那賀川で戦後最大流量を記録した平成26年8月の台風11号の洪水により、床上浸水152戸、床下浸水37戸もの甚大な浸水被害
が発生し、翌平成27年にも、2年連続で大きな被害を受けたところです。
　このため、堤防整備により流域住民の生命と財産を守り、安全で安心できる地域づくりが行えるよう一日も早い治水効果の発現、工事完成をお
願いいたします。
　なお、事業を進めるにあたっては、引き続き、関係自治体に事業内容を十分説明いただくとともに、コスト縮減に一層努めていただきますようお願
いいたします。

事業の進
捗の見込
み

・事業工期については、2021年度（平成33年度）まで延期する。
・工事については、2020年度（平成32年度）内の完成予定であるが、早期に治水効果を発現するために、HWLまでの高さの築堤を2020年（平成32
年）5月末までに実施する予定である。2021年度（平成33年度）については、埋蔵文化財調査の資料整理のみの作業が残る予定である。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・現地発生材の捨石工への流用、発生表土の他事業での利用によるコスト縮減を行い、約1.1億円のコスト縮減を図っている。
・代替案等の可能性として、那賀川本川の低水護岸について詳細に検討し、当初設計より低水護岸延長を180m削減することにより、0.7億円のコス
ト縮減を図っている。

対応方針 継続

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.5 3.0 1.2 1.3
残工期（+10%～-10%） 2.7 2.8 1.2 1.3
資産（-10%～+10%） 2.4 3.0

1.3 B-C

1.2 1.4

B/C 2.7
残事業の
投資効率

B：総便益
(億円)

122 C：総費用(億円) 45

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・那賀川では、下流部の堤防整備を概成し、上流の無堤地区の締切を順次実施しているところであり、加茂地区は国管理区間の最上流部の無堤
地区であることから、堤防の整備が必要とされている。
・加茂地区は、洪水を安全に流下させるために必要な堤防が未整備であり、平成26年8月台風11号では、堤防未整備箇所から溢水氾濫が発生し
た。
・背後に山地がせまった狭隘な地形で閉鎖型の氾濫形態であり、同台風では最も深いところの浸水深は5m程度であった。
・戦後最大規模となった同台風の洪水により、加茂地区で家屋浸水戸数189戸（床上浸水152戸、床下浸水37戸）となる観測史上最大の浸水被害
が発生した。浸水域には、避難所に指定されている中学校や公民館、駐在所、郵便局等の施設のほか、交通・物流の中心となる主要地方道阿南・
小松島線、県道282号が存在する。

　主な洪水被害（加茂地区）
　　　平成16年10月（台風23号）：床上浸水11戸、床下浸水14戸
　　　平成23年7月（台風6号）：床上浸水0戸、床下浸水7戸
　　　平成23年9月（台風12号）：床上浸水0戸、床下浸水23戸
　　　平成26年8月（台風11号）：床上浸水152戸、床下浸水37戸
　　　平成27年7月（台風11号）：床上浸水22戸、床下浸水35戸

＜達成すべき目標＞
・平成26年8月台風11号と同規模の洪水が発生した場合において、外水氾濫による家屋の床上浸水被害を防止

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：22戸
年平均浸水軽減面積：23ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B：総便益
(億円)

123
EIRR
（％）

5.327C：総費用(億円) 96 B/C

事業期間 平成27年度～2021年度（平成33年度）

総事業費
（億円）

約103 残事業費（億円） 約51

実施箇所 徳島県阿南市

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元 堤防整備（那賀川L=0.8km、加茂谷川L=1.0km）

事業名
（箇所名）

那賀川床上浸水対策特別緊急事業（加茂地区）
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
四国地方整備局

担当課長名 井上　智夫

＜再評価＞



那賀川床上浸水対策特別緊急事業（加茂地区） 事業箇所位置図

那賀川流域図
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対応方針 継続

対応方針
理由

・河川を取り巻く社会状況変化を反映した河川整備計画の変更を行い、上下流及び本支川の治水安全度バランスを確保しつつ、段階的かつ着実に整備
を実施していく。
・想定はん濫区域内に上流日田市、中流久留米・鳥栖市、下流佐賀・大川市街地等が存在するが、筑後川は堤防の高さや河道断面不足等により治水安
全度が低い箇所がある為、浸水すると甚大な被害が発生する。
・筑後川は、整備計画の目標の安全度に対して整備途上であり、近年では、平成24年7月及び平成29年7月の九州北部豪雨で家屋の浸水被害が発生し
ており、地元自治体などから河川整備の強い促進要望がなされているところである。
・事業を実施することにより、洪水氾濫に対する治水安全度の向上が期待でき、事業の費用対効果も十分に見込まれる。
・また、浸水区域内人口や途絶する重要な道路の被害の軽減（指標の試行による）も見込まれる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）どおり、「事業継続」で了承された。
＜都道府県の意見・反映内容＞
福岡県知事：早期効果発現に向けて引き続き事業の継続をお願いしたい。
大分県知事：早期整備を強く望んでいるところであり、事業の継続をお願いしたい。
佐賀県知事：今後も継続して事業を推進していただきたい。

事業の効
果等

・河川整備計画において整備の目標としている規模（昭和57年7月洪水相当規模）の洪水を安全に流す。
・高潮対策は、観測開始以来の最高潮位を記録した昭和60年8月の台風13号による高潮に対する安全を確保する。
・河川整備計画目標規模の洪水が発生した場合、事業実施により浸水区域内人口が約115,000人から約11,000人に、途絶する主要な道路が7路線から4
路線に低減される。

社会経済
情勢等の
変化

・人口の推移は、前回評価時からほぼ横ばい。
・宅地化や工業団地（大規模工場）、商業施設等の立地が進んでいる。
・JR久留米駅周辺は、平成23年3月の九州新幹線の開通に伴い、開発が進んでいる。
・河川改修の整備促進等を目的とした期成会などから、河川整備の促進要望が提出されており、治水事業の推進を望む声が大きい。

事業の進
捗状況

・洪水対策は、久留米市瀬ノ下地区や久留米市高野地区等の堤防整備や、支川巨瀬川、城原川、花月川の河川整備を実施中。
・高潮対策は、佐賀市早津江地区等の堤防整備を実施中。

事業の進
捗の見込
み

【当面の対策（概ね7年）】
・昭和60年台風13号により高潮被害が発生しているため、高潮対策を実施。
・近年発生した浸水被害に対応するため、支川巨瀬川、城原川、隈上川において河川整備を実施。特に平成29年7月洪水により甚大な浸水被害が発生し
た筑後川・花月川では、筑後川中流地区において、河川災害復旧等関連緊急事業により河川整備を実施。また、支川花月川においては、緊急的かつ優
先的に河川整備を実施。
・整備計画目標流量（昭和57年洪水規模）に対し、特に堤防高が不足、もしくは所定の河道の断面が確保されていない箇所において堤防整備等を実施。
・指定区間の整備進捗状況を踏まえ合流点処理を実施。

【河川整備計画（～20年）】
・整備計画目標流量に対応するため、築堤、河道掘削、合流点処理等を実施。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・河川整備計画については、地形的な制約条件、地域社会への影響、環境への影響、実現性及び経済性等を踏まえ、有識者や地域住民の意見を伺い、
策定したものである。河川改修等の当面実施予定の事業については、その手法、施設等は妥当なものと考えている。
・建設発生土の利用促進及び現地発生材の再利用によるコスト縮減に取り組んでいる。事業実施にあたっては、構造物設計におけるコスト縮減及び施工
における新技術・新工法の積極的活用などにより、着実なコスト縮減を図る。

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 10.2 12.2 10.2 12.2
残工期（+10%～-10%） 11.2感度分析

当面の段階的な整備：B/C=7.6

11.0 11.2 11.0
資産（-10%～+10%） 10.0 12.1 10.0 12.1

B/C

C:総費用(億円) 901 B/C 11.1 B-C 9,083

11.1
残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

9,984 C:総費用(億円) 901

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・筑後川流域は熊本県、大分県、福岡県及び佐賀県の4 県にまたがり、堤防背後地には久留米や日田市などが広がっており、ひとたび氾濫した場合は
甚大な被害が発生する。
・河川整備計画の整備目標（荒瀬地点：6,900m3/s）に対して、河道の河積不足及び堤防の未整備箇所や断面不足により治水安全度が低いため、今後更
に整備を進める必要がある。
・整備計画目標規模の洪水により、筑後川がはん濫した場合に浸水が想定される区域の面積は約165km2、人口は約11.5万人にも達する。
・花月川では、平成24年7月九州北部豪雨に続き（当時観測史上最高水位を記録）、平成29年7月九州北部豪雨においても観測史上最高水位を更新し、
甚大な被害が生じた。
　主な洪水被害
　　　昭和60年8月（台風）：床上浸水　487戸、床下浸水1,517戸
　　　平成2年7月（梅雨前線）  ：床上浸水937戸、床下浸水12,375戸
　　　平成24年7月（梅雨前線）：床上浸水414戸、床下浸水306戸
　　　平成29年7月（梅雨前線）：床上浸水282戸、床下浸水562戸

＜達成すべき目標＞
・洪水対策は、昭和28年6月洪水に次ぐ昭和57年7月洪水と同規模の洪水の安全な流下を図る。なお、支川の花月川、小石原川、巨瀬川、宝満川及び城
原川等については、筑後川本川と整合のとれた治水計画とする。
・高潮対策は、観測開始以来の最高潮位を記録した昭和60年8月の台風13号による高潮に対する安全を確保する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：1,314戸
年平均浸水軽減面積：635ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成29年度
B:総便益
(億円)

9,984 EIRR（％） 40.8

事業期間 平成30年から概ね20年間

総事業費
（億円）

約1,180 残事業費（億円） 約1,180

実施箇所 佐賀県：佐賀市、神埼市、鳥栖市、みやき町、福岡県：大川市、久留米市、大刀洗町、柳川市、小郡市、朝倉市、うきは市、大分県：日田市

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元 築堤、河道掘削、高潮対策、内水対策、堤防の質的整備、危機管理型ハード対策　等

事業名
（箇所名）

筑後川直轄河川改修事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
九州地方整備局

担当課長名 井上　智夫

＜再評価＞
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当面の段階的な整備：B/C=6.4

感度分析

事業の進
捗状況

・洪水対策は、水防災意識再構築ビジョンに基づく堤防の浸透・侵食対策等を実施中。
・地震・津波対策は、津屋原沼地区等の堤防整備等を実施中。

対応方針
理由

・河川を取り巻く社会状況変化を反映した河川整備計画の変更を行い、上下流及び本支川の治水安全度のバランスを確保しつつ、段階的か
つ着実に整備を実施していく。
・想定氾濫区域内に宮崎市や都城市等が存在するが、堤防の高さや河道断面不足等により治水安全度が低い箇所があるため、氾濫すれば
甚大な被害が発生する。
・大淀川は、整備計画の目標の安全度に対して整備途上であり、近年では平成17年9月の台風14号による浸水被害が発生しており、地元自治
体などから河川整備の強い促進要望がなされているところである。
・事業を実施することにより、洪水はん濫に対する安全度の向上が期待でき、事業の費用対効果も十分に見込まれる。
・また、浸水区域内人口や電力等ライフラインの停止による波及被害の軽減（指標の試行による）も見込まれる。

事業の効
果等

・河川整備計画において整備の目標としている規模（柏田地点：10,500m3/s）の洪水を安全に流す。
・河川整備計画目標規模の洪水が発生した場合、事業実施により浸水区域内人口が約81,900人から約38,000人に、電力の停止による影響人
口が約57,900人から約20,000人に低減される。
・L1津波が発生した場合、八重川地震津波対策の事業実施により、家屋約1,700戸の浸水が解消される。

社会経済
情勢等の
変化

・想定氾濫区域内の人口は、僅かに増加している。
・大淀川流域内では、東九州自動車道や国道10号都城道路をはじめとする道路整備が進められており、これらの開発等に伴う、生活利便性の
向上、産業活動の活性化等の促進により、大淀川流域では、今後も、周辺地域も含めた広域的な開発・発展への更なる期待が高まっている。
・大淀川では、河川改修の整備促進等を目的とした期成会などから河川改修を望む声が大きい。
・宮崎市街部等における地震・津波対策についても積極的な促進が望まれている。
・大淀川では流域の住民や各関係団体のボランティアによる清掃活動や河川を利用したイベント活動が行われている。

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 4.7 5.6 4.7

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）どおり、「事業継続」で了承された。
＜都道府県の意見・反映内容＞
宮崎県知事：「対応方針（原案）」の「継続」について異論はなく、治水安全度の向上が早期に図られるよう整備を促進して頂きたい。

事業の進
捗の見込
み

【当面の対策（概ね7年）】
・宮崎市街部の位置する本川の本庄川合流点より下流区間の河道内掘削を実施し、洪水時の水位低減を図る。
・大淀川下流支川八重川の地震・津波対策を実施し、地震・津波による災害の発生防止・軽減を図る。
・大淀川下流高岡地区の築堤・耐震対策を実施し、地震による災害の発生防止・軽減を図る。
・全川の一部区間において、浸透・侵食対策を実施する。
・大淀川下流部および上流部において、遊水地整備に着手する。

【河川整備計画（～30年）】
・整備計画目標流量に対応するため、築堤、河道掘削等を実施。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・河川整備計画については、地形的な制約条件、地域社会への影響、環境への影響、実現性及び経済性等を踏まえ、有識者や地域住民の意
見を伺い、策定するものである。河川改修等の当面実施予定の事業については、その手法、施設等は妥当なものと考えている。
・築堤盛土材については、他事業との調整を図るなど、コスト縮減に取り組んでいる。事業実施にあたっては、構造物設計におけるコスト縮減、
および、施工における新技術・新工法の積極的活用により着実なコスト縮減を図る。

対応方針 継続

5.6
残工期（+10%～-10%） 5.1 4.2 5.1 4.2
資産（-10%～+10%） 4.6 5.6 4.6 5.6

B/C

C:総費用(億円) 345 B/C 5.1 B-C 1,414

5.1
残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

1,759 C:総費用(億円) 345

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・大淀川は、都城盆地で多くの支川を合わせつつ狭窄部に入り、岩瀬川や本庄川を合わせ宮崎平野を貫流し宮崎市において日向灘に注ぐ河
川形態を呈している。
・上流部は都城市、下流部が宮崎市といった人口・資産の集積する市街部を貫流していることから、ひとたびはん濫した場合は浸水範囲が広
範囲にわたり甚大な被害が発生する。
・河川整備計画目標流量（柏田地点：10,500m3/s）に対して、流下能力が一部不足しており、今後更に整備を進める必要がある。
・整備計画目標規模の洪水により、大淀川がはん濫した場合に浸水が想定される区域の面積は約34km2、人口は約8.2万人にも達する。
　主な洪水実績
　　　平成9年9月洪水：床上浸水401戸、床下浸水586戸
　　　平成16年8月洪水：床上浸水164戸、床下浸水203戸
　　　平成17年9月洪水：床上浸水3,834戸、床下浸水872戸

＜達成すべき目標＞
・河川整備計画において整備の目標としている規模（柏田地点：10,500m3/s）の洪水に対して、治水安全度の向上を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：498戸
年平均浸水軽減面積：76ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B:総便益
(億円)

1,759
EIRR
（％）

32.9

事業期間 平成31年度から概ね30年間

総事業費
（億円）

約606 残事業費（億円） 約606

実施箇所 宮崎県宮崎市、都城市、国富町、綾町

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元 堤防整備（築堤）、堤防整備（引堤）、堤防整備（浸透・侵食対策）、河道掘削、遊水地の整備、横断工作物の改築　等

事業名
（箇所名）

大淀川直轄河川改修事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
九州地方整備局

担当課長名 井上　智夫

＜再評価＞
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